
国民健康保険運営協議会スケジュールの変更について 

 

 保険税率の見直しについて、11 月 25 日（火曜）に市長からの諮問、ご審議を

開始していただく予定でしたが、令和 8 年度の保険税率に大きな影響のある、

国保事業費納付金及び標準保険料率の仮算定結果が国のスケジュールの遅れに

伴い、東京都からの提示も遅れていることから、11 月中の諮問ができないこと

になりました。 

 つきましては、委員の皆様におかれましては大変お忙しい中恐縮ですが、運営

協議会の開催スケジュールを以下のとおり変更させていただき、第３回会議は

先般お知らせしたとおり書面開催とさせていただきます。 

 

保険税見直しに当たって今回お送りした資料並びに「多摩市の国保」「多摩市

国民健康保険運営方針」等をご覧いただき、忌憚のないご質問・ご意見又はご希

望の資料があればお寄せください。 

 

 なお、下井会長には事前にお知らせをし、了承を得ております。 

ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 【変更後スケジュール】 

第 3 回 11 月 

28 日（金）

～12月 15

日（月） 

（書面開催） 

・保険税率見直しにあたって 

・その他 

・令和 8 年度国保事業費納付金・

標準保険料率仮算定結果報告 

質問・ご意見受付 

⇒回答と委員の皆さま

へ共有 

※仮算定結果は 12 月

上旬に送信 

 12 月 18 日

（木） 

・保険税見直し（諮問） 

※市長から会長へ諮問。お集まり

いただく必要はございません。諮

問書（写）は送信します 

 

保険税見直し（諮問） 

第 4 回 1 月 

15 日 

（木） 

・保険税率見直し 

・令和 8 年度国保事業費納付金・

標準保険料率本算定結果報告 

・その他 

保険税率見直し（審議） 

第 5 回 2 月 

6 日 

（金） 

・保険税率見直し 

・その他 

保険税率見直し（答申） 
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